
第８次熊本県保健医療計画圏域編　取組状況整理表 　　　資料５

【芦北保健医療圏】

　　芦北圏域では、取り組むべき課題として下記の９項目を設定しました。

　　これらの課題に対して、芦北圏域の２２団体より令和７年度の取組状況の報告がありました。

1 ．県境医療連携

2 ．水俣病対策

3 ．生活習慣病（糖尿病を含む）の発症予防と重症予防

4 ．外来医療に係る医療提供体制の確保

5 ．在宅医療

6 ．救急医療

7 ．災害保健医療福祉

8 ．新興感染症の発生・まん延時における医療

9 ．歯科保健医療
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第８次熊本県保健医療計画圏域編　取組状況整理表

【芦北保健医療圏】

（１）県境医療連携

【現状と課題】

〇今後も地域住民の健康と生命を守るため、これらの圏域との医療連携体制を維持、充実していく必要が

あります。

取組の方向性 取組内容（令和７年度） 成果及び課題と次年度以降の取組方針

［水俣市］

・地域医療連携懇話会等へ参加し、関係

機関の更なる連携・協力体制構築に努め

ました。

・引き続き、地域医療連携懇話会等へ

参加し、関係機関の更なる連携・協力

体制構築を図ります。

［水俣市芦北郡医師会］

・地域医療支援病院運営委員会や地域医

療連携懇話会に参加し、出水地域や伊佐

地域の関係機関等との連携強化に努め

た。

・今後も引き続き、地域医療支援病院

運営委員会や地域医療連携懇話会に参

加し、出水地域や伊佐地域の関係機関

等との連携強化に努める。

［国保水俣市立総合医療センター］

・国保水俣市立総合医療センターでは令

和7年6月27日に地域医療連携懇話会を実

施。水俣芦北地域のみならず、北薩地域

の医療機関、行政、救急、介護福祉関係

施設等と意見交換を行い今後の連携を確

認した。

・引き続き、北薩地域を含む関係機関

との連携を推進し、両圏域の住民の健

康を地域の関係機関全体で守る体制を

維持する。

なお、医療連携において、ICTの活用

が推進され画像等を共有するツール

併せて、地域医療支援病院運営委員会を

年４回開催。患者受け入れ状況（紹介逆

紹介含む）や施設開放状況、救急医療の

提供状況等について情報共有を行った。

としてくまもとメディカルネットワー

クの活用も普及し利便性が高まってい

る。一方でくまもとメディカルネット

ワークは原則熊本県の医療機関を対象

としていることから、北薩地域の医療

機関では導入を希望しても初期費用等

の経費がネックとなっている。

・地域医療連携懇話会

等の機会を通じて行

政、医師会等関係機関

の更なる連携・協力体

制構築を図り、迅速な

受入体制のネットワー

ク化、救急搬送症例の

時間短縮を図ります。

〇芦北圏域は、鹿児島県北部の出水保健医療機関及び姶良・伊佐保健医療機関と隣接し、管内の地域医療

支援病院である国保水俣市立総合医療センターの令和４年度(2022年度）における全紹介患者のうち23％

が両圏域からの照会となっており、また、救急患者の8％が両圏域からの患者であるなど、医療提供にお

いても密接に連携しています。
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今後の連携にはICTの活用は欠かせな

いものであることから、熊本県として

もくまもとメディカルネットワークの

県境地域（他県）への普及拡大につい

て検討いただきたい。

・国保水俣市立総合医

療センターにおいて

は、地域の急性期医療

を支える中核病院とし

て、二次医療提供体制

を維持、強化していく

とともに、適切な紹

介・逆紹介により両圏

域の住民の健康を地域

の関係機関全体で守る

体制を維持します。

［熊本県看護協会水俣芦北支部］

・6/27国保水俣市立総合医療センター主

催の地域連携懇話会にて水俣・芦北・出

水地区の看護管理者との交流をおこない

連例強化に努めました。

・交流することで顔の見える関係づく

りができました。 次年度も継続して開

催予定

・出水・水俣保健所事

業打合せ会等の機会を

通じて、保健医療に係

る課題等の情報共有に

努めます。

［水俣保健所］

・両保健所の日頃の業務に関する情報共

有や体制等、協議事項について意見交換

会（R7.6開催）を実施し、保健医療分野

に関する連携を図りました。

・今後も保健医療に係る課題等の情報

共有の場を確保し、県境連携体制の強

化に努めます。
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【芦北保健医療圏】

（2）水俣病対策

【現状と課題】

取組の方向性 取組内容（令和７年度） 成果及び課題と次年度以降の取組方針

［水俣保健所］

・水俣病被認定者家庭療養指導事業にて

家庭訪問を実施しました。

　また、胎児性水俣病患者等相談対応業

務について、電話等による相談対応を実

施しました。

　【参考：令和7年12月末時点】

・訪問実績：延べ453件 （患者一人当た

り平均5.7回）

・相談対応実績：延べ59件

・家庭訪問や相談対応を行う中で、在

宅療養中の水俣病認定患者の課題の把

握及び課題解決のための支援を関係機

関と連携しながら行うことができまし

た。

・患者の高齢化に伴い、在宅療養にお

いてそれぞれ課題や困難を感じる点が

増えることが懸念されるため、本人や

家族の思いをより傾聴し尊重しつつ、

関係機関との情報共有や連携強化に努

めます。

次年度も引き続き家庭訪問及び相談対

応を実施していきます。

［水俣市］

・健康管理事業において、健康診査の特

定健診と併せ、日常生活及び神経症状に

関する問診と上乗せして血液検査を実施

（対象者は昭和４３年１２月３１以前に

本市に居住歴のある人）した。

・近年、在宅療養中の水俣病認定患者

の日常生活指導や保健指導等の実施は

ない。

・左記の実施により、対象者の健康上

の不安の軽減と解消を図ることができ

・在宅療養中の水俣病

認定患者の日常生活指

導や保健指導を行うと

ともに、関係機関と連

携しながら安心して在

宅療養ができるよう支

援を行います。また、

各種相談にも対応し、

日常生活における問題

や健康上の不安の軽減

及び解消に努めていき

ます。

〇「公害の原点」と言われる水俣病は、昭和31年(1956年）５月１日の公式確認から、令和５年（2023

年）で67年が経過しました。国と県では、これまで地域と連携して進められてきた環境復元への取組、健

康被害への対応や健康不安解消等の取組に加え、水俣病関西訴訟最高裁判決（平成16年10月）を踏まえ、

水俣病被害者及びその家族、地域住民を対象に「安心して暮らせる地域社会の実現」を目指した水俣病対

策に取り組んでいます。当圏域においても、これらの中で特に地域のもやい直しや水俣病被害者支援等に

取り組んでいます。

〇今般、水俣病被害者の高齢化に伴う身体機能の低下や介護を行う家族の高齢化に伴い、医療ケアや介護

の必要性が高まっており、患者一人ひとりに寄り添った支援が必要となっています。
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た。ただし、新型コロナウイルス感染

症等の影響による受診控え等もあり、

受診者が伸びない状況である。今後

も、より多くの対象者の検査を実施す

るためにも、事業を継続的に実施し、

集団健診の全体的な受診率の向上を

図っていく必要がある。

［芦北町］

・地域健康管理事業において、特定健診

や後期高齢者健診と併せ、昭和43年12月

31日以前生まれの受診者を対象に日常生

活及び神経症状に関する問診と追加項目

を含む血液検査を実施しました。

・受診対象者の減少に伴い受診者は減

少していますが、地域住民の健康に対

する不安の解消を目的に、引き続き本

事業を実施していきます。

・水俣病発生地域高齢者等在宅支援事業

（１）ニーズ把握

（２）女島、佐敷西、田浦西、田浦南

　　　における65歳以上に基本的行動

　　　機能の向上に資するサービス等

　　　の実施。

（３）保健師等による健康講話、地域

　　　リハビリ講演会

　　　音楽療法教室、口腔ケア教室、

　　　認知症予防講話

（４）生きがいづくり支援

・水俣病発生地域高齢者等在宅支援事

業

〇成果

対象地域（女島地区、佐敷西地区、田

浦西地区、田浦南）で基本行動機能の

維持向上に資するサービス等を102回

実施（905名参加）しました。

〇次年度以降の取り組み方針

引き続き対象地域で取り組んでいきま

す。

［水俣市芦北郡医師会］

・各会員医療機関にて、日常診療等を通

じて保健指導及び診療を行った。

・今後も引き続き、各会員医療機関に

て、日常診療等を通じて保健指導及び

診療を行う。

［水俣保健所］

・水俣病被害者等保健福祉ネットワーク

（水俣病保健課主管/水俣市社会福祉事

業団に委託）の会議等に下記のとおり出

席しました。（令和7年12月末時点）

・企画部会：1回

・勉強会：1回

・ＩＳＵＩフェスティバル

・会議に参加することで、関係機関と

共に保健福祉における課題の共有及び

課題解決のための取組みについて検討

することができました。次年度も引き

続き会議等へ参加し「安心して暮らせ

る地域づくり」の更なる推進に取り組

んでいきます。

・在宅療養中の水俣病

認定患者の日常生活指

導や保健指導を行うと

ともに、関係機関と連

携しながら安心して在

宅療養ができるよう支

援を行います。また、

各種相談にも対応し、

日常生活における問題

や健康上の不安の軽減

及び解消に努めていき

ます。

・水俣・芦北地域水俣

病被害者等保健福祉

ネットワークを通じ

て、「安心して暮らせ

る地域づくり」の更な

る推進に取り組みま

す。
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［水俣市］

・ネットワーク会議等を通じ、関係機関

との情報の共有、意見交換を行った。

・保健福祉サービス等に関する情報提

供等が行えるよう、今後も関係機関と

の連携を図る。

［水俣市芦北郡医師会］

・水俣・芦北地域水俣病被害者等保健福

祉ネットワークに参加し、関係機関等と

の連携強化に努めた。

・今後も引き続き、水俣・芦北地域水

俣病被害者等保健福祉ネットワークに

参画し、関係機関等との連携強化に努

める。

・水俣・芦北地域水俣

病被害者等保健福祉

ネットワークを通じ

て、「安心して暮らせ

る地域づくり」の更な

る推進に取り組みま

す。
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【芦北保健医療圏】

（３）生活習慣病（糖尿病を含む）の発症予防と重症予防

【現状と課題】

取組の方向性 取組内容（令和７年度） 成果及び課題と次年度以降の取組方針

［水俣保健所］

・糖尿病予防月間等に合わせて、芦北地

域振興局 Xに投稿し、情報発信を行いま

した。

・今後も若年層に関心が持ってもらえ

るよう、SNS等で随時情報を発信して

いきます。

［水俣市］

・ホームページ等を利用し、生活習慣病

予防や健康づくりに関する情報発信を行

いました。また、集団健診ではネット申

し込みを継続し、若年層の健診受診促進

へ取組みました。

・令和６年度の特定健診受診率は３

８％と前年度より低下しました。その

内、４０・５０代の受診者が少なく、

３０代健診においても低迷しているた

め、若年層向けへの働きかけは今後の

課題です。次年度以降も引き続き若年

層への効果的なアプローチを検討し取

り組んでいきたいと思います。

［芦北町］

・広報誌を活用し、町民全体へ受診勧奨

を行いました。また、年度末年齢40歳の

人と、生活習慣病で通院している家族が

いる人を対象に個別で受診の必要性や生

活習慣病について情報提供を行い、QR

コードからも健診の申込みができるよう

にしました。

・若年層の受診率向上を目指し、QR

コードでの申込みを行いましたが受診

率向上にはつながりませんでした。次

年度もQRコードでの申込みを継続しつ

つ、若年層への効果的なアプローチを

検討し取り組んでいきたいと思いま

す。

・若年層向けに、SNS

等を利用して、より良

い生活習慣を形成する

ための情報発信に取り

組みます。

〇令和3年度（2021年度）国保の特定健康診査及び特定保健指導の実施率は年々向上しており、いずれも

県平均より高い状況ですが、メタボリックシンドローム該当者の減少率（前年度比）は低下傾向にありま

す。

〇令和2年度（2020年度）の特定健診結果（国保＋被用者保険）では、HbA1c が5.6％以上の者の割合や

HbA1c が6.5％以上で未治療者の割合は県平均以下ですが、増加傾向にあります。

〇令和4年（2022年）5月診療分（国保）の糖尿病受診率及び透析率は3市町とも県内上位であり、令和３

年度（2021年度）の新規透析患者の約4割が糖尿病性腎症によるものであることから、糖尿病の重症化及

び合併症予防が必要です。
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［水俣市芦北郡医師会］

・各市町の健康まつり等に参加し、生活

習慣病に関するポスターを展示し、情報

発信に努めた。また、健康相談も実施し

た。

・今後も引き続き、各市町の健康まつ

り等に参加し、生活習慣病等に関する

情報発信に努める。

［水俣芦北郡市歯科医師会］

・歯周病は生活習慣病であるというこ

と。特に歯周病との関連は深いというこ

とを広めた。

・まだまだ周知されていないと思う。

今後も関連性を伝えて行きたい。

［栄養士会水俣地域事業部］

・地域における食育相談事業として依頼

のあった保育園の職員や園児・保護者に

対し、栄養相談を実施しました。

・ここ数年は依頼があり継続して実施

できています。食育相談事業でも複数

の管理栄養士が参加できるよう新たに

人員を増やしました。今後も依頼に応

じて継続していく予定です。

［水俣保健所］

・水俣芦北地域・職域連携推進協議会

（芦北圏域糖尿病対策地域連携会議と合

同で実施）を開催し、関係機関と地域の

現状や課題、今後の取り組みの方向性に

ついて共有を行いました。

・国保ヘルスアップ支援事業について、

商工会議所が開催する総会にて健康経営

や食習慣に関する研修会を事業所向けに

実施しました。その他、事業所が集まる

研修会にて健康経営に関する啓発や支援

の周知を行いました。

・課題等を共有することで、それぞれ

の取り組みに活用することができまし

た。引き続き協議会を開催し、関係機

関との情報共有や連携に取り組みま

す。

・ほぼ全ての研修会参加者が生活習慣

や野菜摂取について見直し、改善行動

を取ることができました。今後も関係

機関と事業所訪問やセミナー等を実施

し、地域での健康経営への取組や健康

行動を取りやすい環境づくりの推進に

努めます。

［水俣市］

・地域の医療・保健の関係機関や各種地

域の団体と「第２期いきいき・みなまた

ヘルスプラン」の理念のもと連携し取組

みました。今年度は市内の企業や婦人

会、学校からの依頼で、市の健康課題の

現状と取り組みや等について講話を行い

ました。また、健康まつりを開催し健康

相談のブース設置や健康講話などを行

い、各団体と協同し取組みを行いまし

た。

・市民の健康づくりを促進するため、

まず健診の受診勧奨を強化する必要が

あります。引き続き、各地域の団体や

職域とも市の課題や取組みの方向性を

共有し、今後も各団体と連携しなが

ら、それぞれの団体の取組みにおいて

も共有し、協同で取組みを進めたいと

思います。

・若年層向けに、SNS

等を利用して、より良

い生活習慣を形成する

ための情報発信に取り

組みます。

・地域保健と職域保健

の関係機関・団体が連

携し、事業所の行う健

康教育への支援や健康

経営の先進事例の紹介

等を通じて、健康経営

への取組を支援しま

す。
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［水俣市芦北郡医師会］

・水俣・芦北地域・職域連携推進会議に

参画し、関係機関等との連携強化に努め

た。

・今後も引き続き、水俣・芦北地域・

職域連携推進会議に参画し、関係機関

等との連携強化に努める。

［水俣芦北薬剤師会］

・運動や食事療法の確認と指導による発

症予防と重症化防止

・薬物療法の指導が中心になっていま

すが、運動、食事などの生活習慣の改

善の指導にも今後は取り組むように努

める。

［熊本県看護協会水俣芦北支部］

・第3土曜日 生協くまもとにて「まちの

保健室」開催血圧測定、血管年齡測定、

保健指導、健康相談を行いました。

・11/24水俣市健康まつりにて血圧測定,

血管年齡測定保健指導、健康相談を行い

ました。

・まちの保健室は7~10月開催57名の参

加がありました。一定数の参加はある

ものの、参加者が限られているため、

大きなイベントがある月は、設置場所

をイベントスペースに変更し、多くの

人に利用してもらい、啓発活動が効果

的に行っていきたいと考えています。

［八代水俣地域産業保健センター］

・各事業所を訪問し、産業医に従業者の

健康診断結果を見ていただき、生活習慣

病の方に受診勧奨又は日常生活の改善に

ついて意見を言っていただいた。

・受診勧奨された方が受診されれば、

また生活改善をされれば成果である

し、そうでなければ次年度さらに啓発

に努め、健康経営につなげる。

［栄養士会水俣地域事業部］

・芦北圏域糖尿病対策地域連携会議に関

係機関として参加しました。

・今後も積極的に参加していきます。

［水俣保健所］

・芦北圏域糖尿病対策地域連携会議（水

俣芦北地域・職域連携推進協議会と合同

で実施）を開催し、関係機関と地域の現

状や課題等について共有を行いました。

・医師会、歯科医師会、薬剤師会、歯科

衛生士会、糖尿病療養指導士会等を連携

し、地域住民を対象とした糖尿病予防

フォーラムを開催しました。

・引き続き会議を開催し、関係機関と

の情報共有や連携に取り組みます。

・糖尿病に関する正しい知識や生活習

慣について周知することができまし

た。今後も専門職と行政で連携しなが

ら体制整備や普及啓発に努めていきま

す。

・地域保健と職域保健

の関係機関・団体が連

携し、事業所の行う健

康教育への支援や健康

経営の先進事例の紹介

等を通じて、健康経営

への取組を支援しま

す。

・糖尿病の治療や療養

指導に携わる専門職と

行政が連携して、重症

化を予防します。
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［水俣市］

・医療機関との連携ツールとして糖尿病

連絡票を活用しており、対応医療機関へ

の訪問や説明会の実施等を通して連携体

制を構築しています。また、他機関が実

施する医療機関も対象とした研修会等に

参加しています。

・糖尿病連絡票の活用実績の低下があ

り、連絡票に限らず医療機関との連携

の機会や体制整備に取り組みたいと思

います。

［芦北町］

・重症化予防の観点から継続した健診受

診ができるよう、年度末に次年度の受診

勧奨を行います。

・CKD対象者は、保健師や管理栄養士が

指導を行い新規透析導入にならないよう

に努めました。

・生活習慣病健診や特定健診の結果に基

づき、糖尿病重症化予防の対象者に対し

て、保健指導、栄養指導を実施しまし

た。また、要精検者や要医療者に対して

医療機関への受診勧奨を実施しました。

・引き続き関係機関と連携を図り、新

規透析導入患者「0」を目指します。

・健診の結果説明会や、要精検者への

受診勧奨後も訪問指導等を通じて継続

した重症化予防に取り組んでいきま

す。

［津奈木町］

・健診結果から、熊本県糖尿病性腎症重

症化予防プログラムに基づき糖尿病の発

症、重症化・合併症予防に努めました。

・引き続き、関係機関と連携を図りな

がら糖尿病の発症、重症化・合併症予

防に努めます。

［水俣市芦北郡医師会］

・糖尿病連絡票を用いて、各医療機関と

行政（水俣市）が連携し、重症化予防に

努めた。

・今後も引き続き、糖尿病連絡票を用

いて、各医療機関と行政の連携強化に

努める。

［水俣芦北薬剤師会］

・服薬指導で病識を高め重症化を予防す

る

・運動療法と食事療法の次に薬物療法

があることに認識する。薬剤師会にお

ける研修会を開催する。

・糖尿病の治療や療養

指導に携わる専門職と

行政が連携して、重症

化を予防します。
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［国保水俣市立総合医療センター］

・糖尿病週間に係るイベントの実施

　　展示、講演会、健康・栄養相談など

・糖尿病ウォークの開催

　　11月23日：参加者13名、スタッフ19

名

・あしきた健康フェア参加

　血糖測定、糖尿病に関する相談など

・糖尿病教室の開催（院内）

・水俣芦北糖尿病カンファレンスの実施

（2回/年）

・糖尿病連絡票説明会への参加

引き続き、啓発活動等を実施する。

新型コロナウイルス感染症の影響で休

止、縮小していたイベントなどについ

て、広く参加を募るなども検討してい

く。

・人工透析予防のための地域と医療連携

に向けた学習会への参加（予定）

・水俣・芦北地域糖尿病予防フォーラム

の実施（予定）

［熊本県看護協会水俣芦北支部］

・芦北町健康まつりにて、水俣市立総合

医療センターの糖尿病チームが血糖測

定、糖尿病指導、血管年齢測定を実施し

ました。

・水俣市健康まつりでは、看護協会員4

・芦北町健康まつりには70名の参加が

あり、血管年齢には多くの人が希望し

測定を実施しました。次年度も継続し

て参加する予定です。

・水俣市健康まつりでは、他のイベン［栄養士会水俣地域事業部］

・水俣市健康まつり、あしきた健康フェ

アへ参加しフードモデルを使用した献立

例やレシピの紹介、栄養相談を実施しま

した。

・引き続き、糖尿病の重症化予防にも

努めていきま

　す。

（その他） ［水俣市地域婦人会連絡協議会］

・いきいき健康課より講習

　（１）生活習慣病と水俣市の健康課題

　　　　について

　（２）生活習慣病予防のための食事に

　　　　ついて

　理事会で講習後、各地域に持ち帰り会

員に伝える（健康手帳を利用）

・糖尿病の治療や療養

指導に携わる専門職と

行政が連携して、重症

化を予防します。
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【芦北保健医療圏】

（４）外来医療に係る医療提供体制の確保

【現状と課題】

取組の方向性 取組内容（令和７年度） 成果及び課題と次年度以降の取組方針

［水俣市］

・水俣市芦北郡医師会主催で水俣圏域の

医師を対象に本市の乳幼児健康診査の研

修(見学・体験等)を9月から12月間に9回

実施しました。

・今後、医師会から提出予定の事業実

施報告書を踏まえ、来年度の乳幼児健

康診査従事医師の確保へ繋げていきま

す。

［水俣市芦北郡医師会］

・医療機関の新規開業は無かったが、各

医療機関及び各会員に依頼し、「初期救

急」「学校医」「予防接種」「産業医」

「在宅医療」「乳幼児健診」への協力に

努めた。

・今後も引き続き、新規開業医師へ

「初期救急」「学校医」「予防接種」

「産業医」「在宅医療」「乳幼児健

診」への協力意向を確認するととも

に、各医療機関及び各会員に「初期救

急」「学校医」「予防接種」「産業

医」「在宅医療」「乳幼児健診」へ協

力いただくように努める。

・水俣市芦北郡医師会

に設置している「水俣

芦北圏域在宅医療・介

護連携支援センター」

と「芦北圏域在宅医療

［水俣市］

・在宅医療体制の充実のため、「水俣芦

北圏域在宅医療・介護連携支援セン

ター」と連携し、会議や講演会を実施し

ました。

・在宅医療・介護の体制の充実のた

め、今後も関係者会議や講演会を実施

していきます。

・一般診療所を新規開

業する医師に対して、

外来医療機能について

「初期救急（在宅当番

医）」「学校医」「予

防接種」「産業医」

「在宅医療」に加え

「乳幼児検診」の６項

目に関する協力の意向

を確認し、より多くの

外来機能を担う医師の

確保に努めます。

〇芦北圏域では、28医療機関（令和5年４月1日現在）が在宅当番医制に参加し、地域の初期救急を担って

います。

〇学校医については、基本的に１校あたり内科、眼科、耳鼻科の計3人の学校医が配置されています。

産業医については、ストレスチェックや長時間勤務者への対応が必要になったことに加え、働き方改革

関連法により機能強化が図られ、健康相談の実施等、より一層の役割が.求められています。

さらに、乳幼児健診を実施する医師の確保が課題となっています。

〇高齢化の進展に伴い通院困難な要介護度の高い高齢者が増加し、住み慣れた地域で自分らしく暮らすこ

とができるよう在宅医療の充実が求められています。
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サポートセンター」を

中心に、在宅医療の提

供体制の充実を目指し

ます。

［水俣市芦北郡医師会］

・水芦在宅ネットワーク会議等を通じ

て、関係機関・職種と連携し、在宅医療

提供体制の充実に努めた。

・今後も引き続き、水芦在宅ネット

ワーク会議等を通じて、関係機関・職

種と連携し、在宅医療提供体制の充実

に努める。

［水俣芦北薬剤師会］

・医師会の支援ができるように考えま

す。
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【芦北保健医療圏】

(５)在宅医療

【現状と課題】

取組の方向性 取組内容（令和７年度） 成果及び課題と次年度以降の取組方針

［水俣保健所］

・水俣芦北圏域在宅医療・介護連携支援

センターと連携し、在宅医療連携体制検

討地域会議を開催しました。令和７年度

も共催で行い、「第８次保健医療計画の

現状報告」、「在宅医療・介護に関わる

様々な関係機関等の取組み等の共有」を

実施し、圏域の課題の把握に努めまし

た。

・県や市町、医師会が主催する会議や研

修を通し、在宅医療・介護に関わる多職

種連携の場に参加しました。

・今後も、水俣芦北圏域在宅医療・介

護連携支援センターと連携し、在宅医

療連携体制検討地域会議を開催しま

す。

・今後も、各会議や研修の場を通し、

地域の医療・介護・福祉・行政等の関

係者と連携し、課題解決に向けて取組

みます。

［水俣市］

・地域ケア会議を通して、地域課題の共

有、改善策の検討を行いました。

また、処遇困難事例に対して、医療・介

護等関係機関と連携した対応ができまし

た。

・身寄りのない人、独居高齢者への対

応については、引き続き支援ガイドラ

インの作成等仕組みづくりを検討して

いきます。

また、関係機関との連携、業務効率化

のためのICT を活用したツール導入を

検討していきます。

・水俣芦北圏域在宅医

療・介護連携支援セン

ター、芦北圏域在宅医

療サポートセンターの

取組を維持し、更なる

在宅医療・介護の連携

体制強化を図ります。

また、各種会議等を通

じて、地域の医療・介

護・福祉・行政等関係

機関とより一層の連携

を図り、課題等を共有

します。

〇芦北圏域では、水俣市芦北郡医師会に設置の水俣芦北圏域在宅医療・介護連携支援センター、芦北圏域

在宅医療サポートセンターにおいて在宅医療・介護連携に関わる事業を実施しています。また、水俣芦北

圏域在宅医療・介護連携推進会議、水俣・芦北地域在宅医療連携体制検討地域会議、地域ケア会議、水芦

在宅ネットワーク会議等を通じて、関係機関の取組や課題等の共有を図っています。

〇圏域の医療資源は、在宅療養支援病院２か所、在宅療養支援診療所７か所、在宅療養後方支援病院１か

所、訪問看護ステーション８か所、在宅療養歯科診療所４か所、在宅患者訪問薬剤管理指導薬局25か所が

整備されています。住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう在宅医療・介護に関わる関係機関の

多職種連携をより一層推進することが必要です。

　さらに、今後は、急変時の対応において在宅療養者の意思に沿った対応ができるよう、在宅医療・介護

と消防の連携が必要です。
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［芦北町］

・水俣芦北圏域在宅医療・介護連携支援

センターを中心に、研修会や地域ケア会

議への参加や在宅医療・介護従事者の相

談対応を行うことで、関係機関の連携強

化を図りました。また、アンケート調査

を通じて課題等の把握を行いました。

・各種研修や会議等により、在宅医療

に関する知識や技術の向上につながり

ました。今後も、関係機関や多職種等

と連携しつつ、情報共有や課題の共通

認識を深め、より一層の体制強化に努

めます。

［津奈木町］

・水俣芦北在宅ネットワーク会議や水俣

芦北圏域在宅医療・介護連携推進会議、

地域会議合同会議を開催した。

また、各市町の地域ケア会議や連絡会議

等に出席した。

・左記会議の開催により、医師や看護

師、薬剤師、ケアマネジャー、介護

士、生活相談員、行政など多職種との

連携を図ることができ、情報や課題等

を共有することができた。次年度以降

も継続して取り組んでいく。

［水俣市芦北郡医師会］

・水俣芦北圏域在宅医療検討会議や在宅

医療委員会を開催し、在宅医療・介護の

連携体制の強化に努めた。

・各市町の地域ケア会議や介護支援専門

・今後も引き続き、水俣芦北圏域在宅

医療検討会議や在宅医療委員会を開催

し、在宅医療・介護の連携体制の強化

に努める。

・今後も引き続き、各市町の地域ケア［水俣芦北薬剤師会］

・各団体と連携していきます。 ・各団体の研修会に積極的に参加す

る。薬剤師会の主催する在宅医療研修

会を行います

［国保水俣市立総合医療センター］

・水俣芦北圏域在宅医療・介護連携推進

会議（4回／年）、地域ケア会議（2ヶ月

に1回）への出席、また、個別ケースへ

の対応として要請があった際には、地域

ケース会議に出席し、課題解決・連携を

図った。

・退院調整時に地域の介護福祉施設・他

医療機関との連携をはかり連携強化に努

めた。

（在宅サポートセンターの取り組みへの

寄与）

引き続き連携し、課題に対して協力し

て解決するなど、関係者間の連携を強

化する。

・水俣芦北圏域在宅医

療・介護連携支援セン

ター、芦北圏域在宅医

療サポートセンターの

取組を維持し、更なる

在宅医療・介護の連携

体制強化を図ります。

また、各種会議等を通

じて、地域の医療・介

護・福祉・行政等関係

機関とより一層の連携

を図り、課題等を共有

します。
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［水俣芦北郡市歯科医師会］

・歯科においても在宅医療へのニーズは

高まっている。県歯科医師会主催の研修

会に各自参加して研鑽している。

・在宅医療に関しては医院差がある。

［訪問看護ステーション］

・訪問看護部会を3か月に1回に変更し、

できるだけ管理者は集まれる環境へし、

情報共有や事例検討、課題等について確

認している。

・医療依存度の高い利用者に対しては複

数のステーションで対応するなど顔もみ

える環境続りをおこなっている。その中

で、訪問診療や訪問介護など介護サービ

スと連携おこなっている。

部会を3か月に1回にし業務負担の軽減

と3カ月に1回は管理者の出席は出来て

いる。また、その都度LINEを使用し情

報共有できている。

各事業所毎のBCP研修できていないた

め次年度取り組んでいきたい。

［栄養士会水俣地域事業部］

・熊本県栄養士会が開催する研修会に積

極的な参加を会員に促しました。

・会員が地域ケア会議に参加し、多職種

と連携しながら在宅での食事支援を検討

しました。

・管理栄養士による在宅訪問栄養食事指

導を実施しました。

・地域ケア会議への参加を継続しま

す。地域ケア会議に参加できる会員を1

名から2名に増やしました。また、次年

度にも参加できる会員を増やせるよう

人材育成にも努めました。

・認定在宅訪問管理栄養士を取得しス

キルアップを図りました。在宅療養者

の食支援に関わっていきたいと思いま

す。

［水俣市地域包括支援センター］

・水俣市いきいき健康課と水俣芦北圏域

在宅医療・介護連携支援センターと連携

し、地域ケア会議「医療・介護連携推進

会議」を継続開催しています。医療機

関、介護事業所、関係機関との連携体制

の維持を図るとともに、地域のケアマネ

ジャー等との情報共有や支援に取り組ん

でいます。

医療機関、介護事業所、行政等の関係

機関が参加する地域ケア会議を継続し

て開催することで、連携体制の維持が

図られています。また、入退院支援や

生活課題が複雑化したケース等につい

て、多職種間で課題を共有しながら対

応方針を検討する機会が確保され、支

援にあたる体制づくりの推進につな

がっています。

・水俣芦北圏域在宅医

療・介護連携支援セン

ター、芦北圏域在宅医

療サポートセンターの

取組を維持し、更なる

在宅医療・介護の連携

体制強化を図ります。

また、各種会議等を通

じて、地域の医療・介

護・福祉・行政等関係

機関とより一層の連携

を図り、課題等を共有

します。
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また、高齢者の退院支援や在宅生活の継

続に向けた支援、生活課題が複合する

ケースへの対応、関係機関間の役割整理

等について、地域ケア会議を開催し、多

職種で検討を行っています。さらに、月

に１回開催される包括的支援事業連絡会

においても、課題共有と連携の推進を

図っています。

一方で、独居や老々世帯、身寄りがな

い高齢者等、支援が長期化・複雑化す

るケースが増加しており、医療・介護

分野のみでは対応が困難な事例も見ら

れます。今後も多職種間での情報共有

や連携を一層促進し、福祉や生活支援

等の分野も含めた包括的な支援体制の

関係づくりに取り組みます。

［芦北町地域包括支援センター］

・水俣・芦北地域在宅医療連携体制検討

地域会議や在宅医療・介護連携推進事業

の研修会等に参加し、連携の促進に努め

ました。

・介護支援専門員定例会や地域ケア会議

を開催し、課題の共有や関係機関との連

携強化に努めました。

・会議等を通して、地域の医療・介

護・福祉・行政との更なる連携を図り

ます。

・今後も引き続き、水俣芦北圏域在宅

医療・介護連携支援センターと連携

し、情報共有に努め、在宅医療と介護

の充実を図ります。

［津奈木町地域包括支援センター］

・水芦ネットワーク会議等に出席し、多

職種と意見交換を通して交流を図り、ス

ムーズで顔の見える連携がとれる様努め

ています。

・多方面からの意見を聞くことで、気

づかされることが多く学びにつながっ

ています。今後も継続して出席し関係

性を構築し、気軽に相談でき、すぐに

連携できるよう体制作りに努めたいと

思っています。

［水俣保健所］

・今後も、水俣芦北圏域在宅医療・介

護連携支援センターの事業実施を支援

します。また、引き続き、消防と連携

し、急変時対応や看取り等について情

報共有・連携体制の確保に努めます。

［水俣市］

・在宅医療・介護連携支援センターが作

成した、在宅医療パンフレットや人生会

議ノートを周知し、在宅医療に関する普

及・啓発を行いました。

・在宅医療・介護に関する市民への周

知を行っていきます。

・水俣芦北圏域在宅医

療・介護連携支援セン

ター、芦北圏域在宅医

療サポートセンターの

取組を維持し、更なる

在宅医療・介護の連携

体制強化を図ります。

また、各種会議等を通

じて、地域の医療・介

護・福祉・行政等関係

機関とより一層の連携

を図り、課題等を共有

します。

・水俣芦北圏域在宅医

療・介護連携支援セン

ターにおける社会資源

リストの更新、くまも

とメディカルネット

ワーク導入研修、関係

機関からの相談、ACP

の出前講座等の取組を

通し、在宅医療と介護

の充実を図ります。さ

らに、必要時に消防と

の情報共有・連携を行

うことのできる体制を

確保します。
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［芦北町］

・水俣芦北圏域在宅医療・介護連携支援

センターにおいて、町内で開催される健

康フェアなどのイベント及び映画上映会

などで、人生会議・ＡＣＰについて周知

しました。また、庁舎窓口での相談対応

や人生会議ノート配布を行いました。

・広報紙等を活用し、在宅医療・介護

に関する理解促進と周知啓発を行いま

す。

［津奈木町］

・主任介護支援専門員研修会や介護支援

専門員月例会の開催、在宅医療・介護関

係職種の研修に対する助成を実施した。

また、管内で働くケアマネジャーに対し

て実態調査を実施した。

・研修費助成等によりケアマネジャー

や在宅医療・介護関係職種の技術や知

識等の向上を図ることができた。ま

た、ケアマネジャーの実態調査につい

ては現在集計中ではあるが、ケアマネ

ジャーの実態や現状について把握する

ことができ、この結果を受けてケアマ

ネジャーや医療・介護従事者等に対す

る必要な支援に取り組んでいく。

［水俣市芦北郡医師会］

・社会資源リストの更新、関係機関から

の相談、人生会議ノートの普及啓発等を

行い、在宅医療と介護の充実に努めた。

・今後も引き続き、社会資源リストの

更新、関係機関からの相談、人生会議

ノートの普及啓発等を行い、在宅医療

と介護の充実に努める。

［水俣芦北薬剤師会］

・くまもとメディカルネットワークの導

入件数を増やします

・引き続きくまもとメディカルネット

ワーク導入を増やしていきます

［訪問看護ステーション連絡協議会水俣

芦北地区］

・社会資源リストの更新

・熊本メディカルネットワークの活用。

・水俣芦北在宅ネットワークへの参加。

・地域ケア会議への参加。

・社会資源リスト、熊本メディカル

ネットワークは必要時活用できている

がタイムリーに活用できていない。今

後も活用の幅ひろげ利用者さんの速や

かな情報共有に役立てたい。また、困

難事例や独居高齢者が増加する中キー

パソンがいないことが多くかんじられ

る。在宅看取りするかかりつけ医の減

少もあり利用者望まれる最後まで自宅

で暮らしたいに寄り添うことができな

くなっているのも課題。

・水俣芦北圏域在宅医

療・介護連携支援セン

ターにおける社会資源

リストの更新、くまも

とメディカルネット

ワーク導入研修、関係

機関からの相談、ACP

の出前講座等の取組を

通し、在宅医療と介護

の充実を図ります。さ

らに、必要時に消防と

の情報共有・連携を行

うことのできる体制を

確保します。
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［水俣市地域包括支援センター］

・社会資源リストを活用した相談支援や

事業所案内を行うとともに、在宅医療・

介護連携支援センターが実施する研修や

会議等へ積極的に参加し、知識やスキル

の向上に努めています。

また、ACPの推進に取り組み、特に身寄

りのない高齢者等に対して、「人生会議

ノート」等を活用した意思の整理や意思

表明の支援を行うとともに、必要に応じ

て関係機関との情報共有を図りながら支

援を進めています。

・社会資源リストを活用した相談対応

や事業所案内を継続して行うととも

に、在宅医療・介護連携支援センター

が実施する研修への参加等を通じて、

支援に必要な知識と対応力の向上が図

られています。また、ACPの推進につ

いても、関係機関との連携の中で課題

の整理と共有が進んでいます。

しかし、人生会議ノート等の活用が必

ずしも十分には進まず、意思表明が困

難な高齢者や、記入内容が家族や関係

機関で共有されないケースも見受けら

れます。今後は、地域ケア会議や関係

機関との協議等を通じて、連携や情報

共有を促進し、地域における取組が円

滑に進むよう、関係づくりの推進に取

り組みます。

（その他） ［介護支援専門員協会水俣・芦北支部］

・パーキンソン病の症状がある方が増

えており、どのように地域で支援をし

ていけるのか

・介護師・看護師不足による施設運営

ができなくなっている

現状で在宅生活を支援していけるのか

・水俣芦北圏域在宅医

療・介護連携支援セン

ターにおける社会資源

リストの更新、くまも

とメディカルネット

ワーク導入研修、関係

機関からの相談、ACP

の出前講座等の取組を

通し、在宅医療と介護

の充実を図ります。さ

らに、必要時に消防と

の情報共有・連携を行

うことのできる体制を

確保します。
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【芦北保健医療圏】

（６）救急医療

【現状と課題】

取組の方向性 取組内容（令和７年度） 成果及び課題と次年度以降の取組方針

［水俣保健所］

・各市町・医師会・救急告示病院の取

組である在宅当番医制度、病院群輪番

制病院運営事業に関する取組みを支援

します。

［水俣市］

・水俣市芦北郡医師会との委託契約によ

り、在宅当番医の当番日の調整をし、市

民に対して情報提供を行いました。これ

により、市内医療機関での安定した休日

の医療体制を確保することができまし

た。

・国保水俣市立総合医療センター及び医

療法人岡部病院との委託契約により、夜

間や休日等の初期、二次救急医療体制を

確保することができました。

・今後も医師会の協力を得ながら、在

宅当番医制事業、病院群輪番制病院運

営事業を実施し、夜間や休日等の初

期、二次救急医療体制を確保します。

［芦北町］

・在宅当番医制事業及び病院群輪番制病

院運営事業を実施し、休日や夜間等の救

急医療体制を確保しました。

・引き続き、在宅当番医制事業及び病

院群輪番制病院運営事業を実施し、休

日や夜間等の救急医療体制を確保しま

す。また、広報紙等を活用して、救急

車及び救急医療機関の適正利用等の周

知を図ります。

・引き続き、医師会や

救急告示病院と連携

し、夜間や休日等の初

期、二次救急医療体制

を維持します。

〇芦北圏域の救急医療体制は、医師会会員の在宅当番医が休日の初期救急医療を担当し、水俣市にある２

か所の救急告示病院が二次救急を担当しています。また、芦北町にある一部の医療機関においても救急患

者の受入れを行っています。

〇芦北圏域において、救急出動件数は、平成30年（2018年）が2,220件、令和4年（2022年）が2,342件と

増加傾向であり、今後も高齢化による増加が見込まれます。救急車の出動件数に占める軽症者の割合は、

平成30年（2018年）が42％、令和4年（2022年）が40.3％と減少しており、全国の救急統計（軽症者搬送

率47.3％）と比較しても少ない値であるため、救急車の適正利用は図られていると考えられます。今後も

適切な機能・役割分担により、重症度・緊急度に応じた適切な救急医療の提供が必要です。
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［津奈木町］

・在宅当番・救急医療情報提供実施事

業、病院群輪番制運営事業について、水

俣市芦北郡医師会と、国保水俣市立総合

医療センター並びに医療法人岡部病院と

委託契約を締結し、休日・夜間の初期、

第２次救急医療体制を確保しています。

・引き続き関係市町及び関係医療機関

と連携して休日・夜間の初期、第２次

救急医療体制の確保に努めていきま

す。

［水俣市芦北郡医師会］

・在宅当番医制度を実施し、日曜・祝祭

日の初期救急医療体制の確保に努めた。

・今後も引き続き、在宅当番医制度を

実施し、日曜・祝祭日の初期救急医療

体制の確保に努める。

［国保水俣市立総合医療センター］

・水俣芦北広域行政事務組合消防本部と

連携し構築したICTツールを活用した画

像等情報共有の仕組みの活用により、患

者情報等の迅速かつ正確な把握につなが

り、救急患者の受け入れがスムーズに行

われた。

・救急救命士育成のための講習への協力

・MCカンファレンスの実施による情報

共有、連携の促進

引き続き連携し、課題に対して協力し

て解決するなど、関係者間の連携を強

化する。

［岡部病院］

・救急告示病院、病院群輪番制病院とし

て24時間365日救急医療体制を実施しま

した。

・人材確保も非常に困難な状況です

が、救急告示病院・

病院群輪番制病院として24時間365日

救急医療体制を

維持できるよう努力していきます。

・引き続き、医師会や

救急告示病院と連携

し、夜間や休日等の初

期、二次救急医療体制

を維持します。
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［水俣保健所］

・救急医療専門部会（R8.1）では、３年

ごとに行う「救急告示病院の更新」、消

防本部による「救急活動概況の共有」、

「健康危機管理に関する取組状況」を議

題とし、救急医療体制の強化を図りまし

た。

・今後も、救急医療専門部会を開催

し、各関係機関の役割

の明確化及び連携強化に努めます。

［水俣市］

・芦北地域保健医療推進協議会救急医療

専門部会に参加し、関係機関との情報共

有、連携に努めました。

・引き続き、芦北地域保健医療推進協

議会救急医療専門部会に参加し、関係

機関との情報共有、連携に努めます。

［芦北町］

・芦北地域保健医療推進協議会救急医療

専門部会に参加し、関係機関との連携を

図りました。

・引き続き、芦北地域保健医療推進協

議会救急医療専門部会に参加し、関係

機関との連携を図ります。

［水俣市芦北郡医師会］

・水俣芦北地域保健医療推進協議会救急

医療専門部会に参画し、関係機関等との

連携強化に努めた。

・今後も引き続き、水俣芦北地域保健

医療推進協議会救急医療専門部会に参

画し、関係機関等との連携強化に努め

る。

［水俣芦北薬剤師会］

・薬局に心肺蘇生器の導入

［水俣芦北広域行政事務組合消防本部］

・奇数月に救急症例検証委員会を実施

し、偶数月には救急カンファレンスを開

催した。

・熊本県内１２消防本部（局）輪番で行

われる救急教育セミナーに参加し、今年

度2月に当消防本部主催でセミナーを開

催予定。

・国保水俣市立総合医療センター及び県

境消防本部合同シミュレーションを開催

した。

・救急医療専門部会等に、R7年の救急件

数等に関する報告を行う予定。

・救急カンファレンスにおける提示症

例については、消防側からの提示に加

え、医療機関側からの提示も行われて

おり、消防と医療機関が相互に連携し

ながら、救急医療に関する知識の習得

と理解の深化を図っている。

・今年度2月の救急教育セミナーについ

ては、輪番により当消防本部が主催と

なる予定であり、地域メディカルコン

トロール協議会と連携・協力しながら

取り組んでいく予定である。

・芦北圏域の現状と課

題を踏まえて、適切な

機能・役割分担による

救急医療体制の強化を

図るため、引き続き救

急医療専門部会等にお

いて、課題を共有し、

関係者間の連携を強化

します。
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・国保水俣市立総合医療センター及び

県境消防本部合同シミュレーションで

は、国保水俣市立総合医療センター、

当消防本部及び北薩３消防本部で救急

シミュレーション訓練を行い、県境を

またいだ地域全体の救命率向上に寄与

する訓練となった。

［岡部病院］

・救急医療専門部会、水俣芦北地域メ

ディカルコントロール協議会に参加し、

連携の強化を図りました。

・これからも救急医療専門部会、水俣

芦北地域メディカルコントロール協議

会等に参加し、更なる連携の強化を継

続していきます。

・芦北圏域の現状と課

題を踏まえて、適切な

機能・役割分担による

救急医療体制の強化を

図るため、引き続き救

急医療専門部会等にお

いて、課題を共有し、

関係者間の連携を強化

します。
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【芦北保健医療圏】

（７）災害保健医療福祉

【現状と課題】

取組の方向性 取組内容（令和７年度） 成果及び課題と次年度以降の取組方針

［水俣保健所］

・水俣・芦北地域災害保健医療福祉対策

会議（R7.10）では、「災害時保健活動

アクションカード」、「リモート会議立

ち上げ訓練実施要領（案）」の共有、

「各団体の意見交換」、熊大病院災害医

療教育研究センターによる講演「災害時

における通信の確保」を内容としまし

た。また、対策会議メンバーを対象に発

災を想定したリモート会議立ち上げ訓練

（R7.11）を開催し、昨年度課題として

挙がった、発災時においても円滑に関係

機関がつながる仕組みの構築に向けた取

組みを実施しました。

・昨年度、挙がった課題を整理し、解

決に向けた取組みを図るため、今後も

関係機関と連携し、水俣・芦北地域災

害保健医療福祉対策会議を開催しま

す。

・今年度の水俣・芦北地域災害保健医療

福祉対策会議では、設置要領に定められ

ている機関以外にも、市町防災担当課

や、水俣・芦北圏域障がい者総合支援協

議会事務局にもオブザーバー参加してい

ただき、連携体制構築の強化に努めまし

た。

・水俣・芦北地域災害

保健医療福祉対策会議

を開催し、関係機関に

おける災害時の取組に

係る情報更新を行い、

平時からの顔の見える

関係づくりに努めま

す。

〇これまで平時からの災害時体制整備に向け水俣・芦北地域災害保健医療対策会議を行ってきましたが、

令和５年度(2023年度）から災害時の保健医療ニーズに加え、福祉ニーズも併せて情報共有・連携体制を

構築するため、福祉関係機関を追加した「水俣・芦北地域災害保健医療福祉対策会議」を開催していま

す。

〇EMISについては、全病院・有床診療所をはじめ、関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、消防本

部）が登録を行っています。今後は市町や無床診療所とも情報共有ができる体制を構築する必要がありま

す。また、災害時に医療機関の情報収集・提供が円滑に行えるよう研修の継続が必要です。
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［水俣市］

・水俣、芦北地域防愛保健医療福祉会議

に参加し、平時からの顔の見える関係づ

くりに努めました。

・引き続き、水俣・芦北地域災害保健

医療福祉対策会議に参加し、平時から

の顔の見える関係づくりに努めます。

［芦北町］

・防災（総務課）と福祉（住民生活課・

町社協）が連携して、支え合いマップ

（平時の要支援者の見守りを見える化）

及び防災避難マップ（支え合いマップで

見える化された避難行動要支援者の災害

時における避難行動支援

要領を見える可）の取組を促す防災講座

を各行政区で実施するとともに、行政区

の取組（マップ作成）を支援しました。

・成果

　5地区（上原、桑原、湯浦北、花岡

東、湯南団地、田浦3・4）で防災講座

を実施し、1地区（上原）がマップを作

成。今後3地区（桑原、花岡東、湯浦団

地）がマップ作成を予定。

・次年度以降の取組方針

　①引き続き防災講座を実施し、各

　　行政区に対してマップ作成の取

　　組を促します。

　②作成した地区の防災訓練を支援

　　します。

　③同様の取組を進めている他自治

　　体の防災リーダーと交流を行い

　　ます。

［津奈木町］

・水俣・芦北地域災害保健医療福祉対策

会議に参加し、関係機関における災害時

の取組について情報共有を行い、平時か

らの顔の見える関係づくりに努めまし

た。

・引き続き、水俣・芦北地域災害保健

医療福祉対策会議に参加し、平時から

の連携強化を図ります。

［水俣市芦北郡医師会］

・水俣芦北地域災害保健医療福祉対策会

議に参画し、関係機関等との連携強化に

努めた。

・発災を想定したリモート会議立上げ訓

練に参加し、発災時の情報収集・伝達を

各関係機関と連携して行った。

・今後も引き続き、水俣芦北地域災害

保健医療福祉対策会議に参画し、関係

機関等との連携強化に努める。

［水俣芦北薬剤師会］

・災害専用薬剤師会グループLINEの整備 ・災害時に情報共有ができるように、

定期的に運用していいます

・水俣・芦北地域災害

保健医療福祉対策会議

を開催し、関係機関に

おける災害時の取組に

係る情報更新を行い、

平時からの顔の見える

関係づくりに努めま

す。
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［熊本県看護協会水俣芦北支部］

・10/6に開催された令和７年度水俣芦北

地域災害保健医療福祉対策会議に参加い

たしました。

・発災時の保健所の活動や情報共有の

必要性が理解できました。協会として

は、平時から避難所で活動する保健師

と災害支援ナースの連携を図り、発災

時にスムーズな避難所開設と運営に貢

献したいと思います。

［水俣芦北郡市歯科医師会］

・七浦摂食嚥下研究会と合同で阿蘇郡市

歯科医師会の田上大輔先生をお呼びして

災害歯科研修会を開催した。

・まだ始まったばかりでわからない。

［栄養士会水俣地域事業部］

・（熊本県栄養士会水俣地域事業部）

　　連絡網を作成し会員に配布しまし

た。

　

　

（水俣保健所主催）

　管内給食施設等に勤務する管理栄養

士・栄養士及び栄養士会会員を対象にし

た研修会が開催され、近隣施設間での伝

達訓練を行いました。

・（熊本県栄養士会水俣地域事業部）

　　会員が所属する施設での災害対策

マニュアルの整備し、フリーランスの

管理栄養士とも協力し、地域の食支援

活動体制を整備します。次年度は栄養

士会研修会を開催し、会員同士、横の

つながりを強化します。

　

（水俣保健所主催）

　研修会への参加、伝達訓練の継続

［水俣保健所］

・令和７年度から新EMISへと移行し、

病院・有床診療所のみの登録となりまし

た。（管内は全病院・有床診療所が登録

済み）新EMISへ移行後、災害拠点病院

と連携しながら、管内の登録医療機関向

け研修（R7.7）を実施しました。

・芦北町防災フェスタ（R7.11）に参加

し、芦北町健康福祉課と連携しながら、

中高生に向けて避難所における感染症予

防の啓発活動を行いました。（水俣市防

災フェスタ　雨天により中止）

・災害時、迅速に情報を得るため、

EMIS入力率向上に

向けた入力研修及び訓練を実施する必

要があります。また、医療機関以外の

関係機関（市町、消防、医師会、歯科

医師会　等）も対象とした研修を進め

ていきます。

・今後も、県や市町が主催する防災関

係イベントに参加し、関係機関との連

携に努めます。

・水俣・芦北地域災害

保健医療福祉対策会議

を開催し、関係機関に

おける災害時の取組に

係る情報更新を行い、

平時からの顔の見える

関係づくりに努めま

す。

・市町及び無床診療所

のEMIS登録を進め、災

害時の情報共有の円滑

化を図ります。EMISの

操作研修を年１回以上

実施し、医療機関及び

関係団体の災害時の情

報提供・収集の円滑化

を図ります。また、災

害時に迅速な活動に取

り組めるよう、県や市

町が実施する防災訓練

に参加します。
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［水俣市］

・水俣、芦北地域における発災を想定し

たリモート会議立ち上げ訓練に参加しま

した。

・災害時の初動対応の手順を確認する

とともに、関係機関・団体等との連携

を確認しました。

・令和８年度水俣市防災フェスタを実

施予定です。

［水俣市芦北郡医師会］

・医療救護班（水俣地区：５班、芦北地

区３班）を編成し、有事の際に備えた。

・水俣市が実施する防災フェスタに参加

する前提で準備を行ったが、雨天のため

中止となり参加できなかった。

・今後も引き続き、医療救護班を編成

し、有事の際に備える。

・今後も引き続き、防災フェスタ等へ

参加し、災害時の対応について検討を

行う。

［水俣芦北薬剤師会］

・災害薬事コーディネーター研修会開催

（熊本県薬剤師会）

・災害薬事コーディネーター研修会の

開催

［国保水俣市立総合医療センター］

・衛星電話の定期的な通信確認、訓練実

施

・DMATチームを中心とした災害時の大

量傷病者

　受入訓練の実施

・被災地へのDMATメンバーの派遣

・研修、訓練の実施

・引き続き、定期的な訓練等を実施し

災害時への

　対応に備える

［熊本県看護協会水俣芦北支部］

・11/10に発災を想定したリモート会議

立ち上げ訓練に参加しました。

・令和2年7月豪雨災害の経験を踏ま

え、発災時に関

係機関がすぐに参集できない場合にお

いても会議をリモートで開催できる仕

組みを構築できました。

訓練の課題として、被害報告の取りま

とめが、医師会と重複することと、

ZOOMを使用する場合、会議で使用す

るIDとパスコードは会議専用に設定

し、事前に周知する必要があると感じ

ました。

・市町及び無床診療所

のEMIS登録を進め、災

害時の情報共有の円滑

化を図ります。EMISの

操作研修を年１回以上

実施し、医療機関及び

関係団体の災害時の情

報提供・収集の円滑化

を図ります。また、災

害時に迅速な活動に取

り組めるよう、県や市

町が実施する防災訓練

に参加します。
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［水俣芦北広域行政事務組合消防本部］

・城南ブロック消防本部（水俣、八代、

人吉、上球磨）での合同訓練、熊本県総

合防災訓練（豪雨対応訓練、地震対応訓

練）及び水俣市防災フェスタを通じて、

近隣消防本部、各構成市町、警察及び自

衛隊との連携強化を図りました。

・来年度以降も各機関との連携訓練へ

積極的に参加を行い、円滑な連携がで

きるように練度を高める必要がありま

す。

・城南ブロック消防本部合同訓練【毎

年】

・熊本県総合防災訓練（豪雨対応訓

　練）

【毎年】

・熊本県総合防災訓練（地震対応訓

　練）

【数年毎】

・水俣市防災フェスタ【毎年】

［水俣芦北郡市歯科医師会］

・郡市歯科医師会でも災害時も連絡網の

作成に取り掛かっている。

・各自が日本歯科医師会にあるJADTの

e-ランニングを利用して学ぶ。

・市町及び無床診療所

のEMIS登録を進め、災

害時の情報共有の円滑

化を図ります。EMISの

操作研修を年１回以上

実施し、医療機関及び

関係団体の災害時の情

報提供・収集の円滑化

を図ります。また、災

害時に迅速な活動に取

り組めるよう、県や市

町が実施する防災訓練

に参加します。
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【芦北保健医療圏】

（８）新興感染症の発生・まん延時における医療

【現状と課題】

取組の方向性 取組内容（令和７年度） 成果及び課題と次年度以降の取組方針

［水俣保健所］

・今後も、健康危機対処計画に基づい

た新興感染症発生時における関係機関

との連携について努めます。

［水俣市］

・現在作成している「水俣市新型インフ

ルエンザ等対策行動計画」に基づき、関

係機関との連携を図っています。

・新型コロナウイルス感染症対応の課題

や関係法令の改正等を踏まえ、政府行動

計画、県行動計画に基づき令和7年度、

水俣市新型インフルエンザ等対策行動計

画について改定予定です。

・令和7年度、改訂した水俣市新型イン

フルエンザ等対策行動計画に基づき、

関係機関と連携を図ります。

［芦北町］

・「芦北町新型インフルエンザ等対策行

動計画」を改定し、関係機関と連携を図

りました。

・令和7年12月に「芦北町新型インフ

ルエンザ等対策行動計画」を策定しま

した。令和8年度は新型インフルエンザ

等等対策業務継続計画（BCP)の作成に

努めます。

［水俣市芦北郡医師会］

・郡市医師会感染症担当理事連絡協議会

等に参加し、情報共有に努めた。

・今後も引き続き、郡市医師会感染症

担当理事連絡協議会等に参加し、情報

共有に努める。

・熊本県感染症予防計

画を踏まえ策定する健

康危機対処計画に基づ

き、保健所内の体制整

備及び関係機関との連

携を図ります。

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、芦北圏域の医療関係者と連携し、入院・外来医療提供体

制の確保を行いました。一方で、圏域内で確保病床を有する医療機関は、感染症指定医療機関の１か所し

かなく、特に感染者が増加した時期やクラスター発生時には診療を制限せざるを得ない状況も生じまし

た。

〇新興感染症発生時においては、感染症指定医療機関の医療提供体制を十分確保することが重要であり、

このためには、圏域内の医療機関の役割分担を徹底し、感染症指定医療機関の負担を軽減する必要があり

ます。
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［水俣芦北薬剤師会］

・新興感染症を想定した、防護服、マ

スクなどの備蓄を整備

［熊本県看護協会水俣芦北支部］

・熊本県看護協会共催研修「感染管理・

基礎編」 開催しました。

・２回の研修を開催し延べ32名が 参加

しました。今後も要望確認しながら継

続していきたいと思います。

［水俣保健所］

・芦北地域保健医療推進協議会救急医療

専門部会（健康危機管理推進会議）で

は、今年度の健康危機管理に関する取組

み状況の共有を行いました。また、国保

水俣市立総合医療センターが主催する感

染対策連携カンファレンスに参加し、感

染状況・各医療機関の予防に関する取組

みの把握等を行い、連携体制の構築に努

めました。

・今後も、芦北地域保健医療推進協議

会救急医療専門部会（健康危機管理推

進会議）を開催し、新興感染症発生時

の医療提供体制の検討及び情報共有に

努めます。また、感染対策連携カン

ファレンスに参加し、各医療機関との

連携強化に努めます。

［水俣市］

・芦北地域保健医療推進協議会救急医療

専門部会に参加し、情報の共有に努めま

した。

・引き続き、芦北圏域保健医療推進協

議会救急医療専門部会に参加し、関係

機関との情報共有に努めます。

［芦北町］

・芦北地域保健医療推進協議会救急医療

専門部会に参加し、情報の共有に努めま

した。

・引き続き、芦北地域保健医療推進協

議会救急医療専門部会に参加し、関係

機関との情報共有に努めます。

［水俣市芦北郡医師会］

・感染症指定医療機関である国保水俣市

立総合医療センターが開催する感染対策

連携カンファレンスに参画し、知識の習

得及び関係機関等との連携強化に努め

た。

・日本医師会生涯教育講座において、新

興感染症対策についての知識や対策等の

習得に努めた。

・今後も引き続き、感染対策連携カン

ファレンスに参画し、知識の習得及び

関係機関との連携強化に努める。

・今後も引き続き、研修会等を開催

し、知識の習得及び関係機関等との連

携強化に努める。

・熊本県感染症予防計

画を踏まえ策定する健

康危機対処計画に基づ

き、保健所内の体制整

備及び関係機関との連

携を図ります。

・芦北地域保健医療推

進協議会救急医療専門

部会（健康危機管理推

進会議）において、新

興感染症発生時の医療

提供体制の検討及び情

報共有に努めます。ま

た、感染症指定医療機

関である国保水俣市立

総合医療センターが行

う感染対策連携カン

ファレンスにおいて、

日頃から各医療機関と

の連携強化を図りま

す。
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［国保水俣市立総合医療センター］

・国保水俣市立総合医療センターにおい

ては、感染対策連携カンファレンスのほ

か、地域の医療機関や介護施設と連携

し、訪問調査や感染対策に係る研修、受

入訓練等を実施した。また、当院内の取

り組みとしては、新興感染症対策に関す

るマニュアル改定を行っている。

・地域の医療施設や介護施設等からの

研修相談依頼が増加し、新興感染症対

策の強化体制が窺えるようになった。

今後も引き続き、感染症指定医療機関

としての取組を推進する。

［水俣保健所］

・消防本部とのエボラ出血熱患者等移送

訓練の協定に基づいた移送訓練を、消防

本部、国保水俣市立総合医療センターと

連携して行いました。（R8.2）

・今後も、消防、国保水俣市立総合医

療センターを中心とした連携体制の強

化を図りながら、新興感染症の発生を

想定した訓練の実施に努めます。

［水俣市］

・新型コロナウイルス感染症対応の課題

や関係法令の改正等を踏まえ、政府行動

計画、県行動計画に基づき令和7年度、

水俣市新型インフルエンザ等対策行動計

画について改定予定です。

・令和7年度、改訂した水俣市新型イン

フルエンザ等対策行動計画に基づき、

関係機関と連携し訓練を行い、関係機

関との役割の明確化、連携強化に努め

ます。

・芦北地域保健医療推

進協議会救急医療専門

部会（健康危機管理推

進会議）において、新

興感染症発生時の医療

提供体制の検討及び情

報共有に努めます。ま

た、感染症指定医療機

関である国保水俣市立

総合医療センターが行

う感染対策連携カン

ファレンスにおいて、

日頃から各医療機関と

の連携強化を図りま

す。

・消防、医療機関と連

携し、新興感染症発生

を想定した訓練を行

い、日頃から関係機関

との役割の明確化、連

携強化に努めます。
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【芦北保健医療圏】

（９）歯科保健医療

【現状と課題】

取組の方向性 取組内容（令和７年度） 成果及び課題と次年度以降の取組方針

［水俣保健所］

・歯科医師会や歯科衛生士会、栄養士会

等と連携し、GWに歯科保健に関するイ

ベントを１回開催し、無料のフッ素塗布

や歯科相談等を実施した。

・令和７年６月に水俣・芦北地域歯科保

健連絡会幹事会を開催し、管内の先進的

な取り組みである芦北町の「１歳児歯科

健診」「２歳・２歳６か月児フッ化物塗

布」「成人歯科健康健診」について他市

町への紹介および意見交換の機会を設け

た。

・イベントへの合計参加者数（延）：

約１５０名

（くまモン来場時には、約７０名程度

集客あり）

・引き続き歯科保健連絡会やイベント

等を通して、住民に歯磨きや適切な食

生活習慣の普及啓発を行う。関係機関

と顔のみえる関係性を構築し、１歳か

ら定期的なフッ化物塗布ができる環境

づくりに取り組む。

［水俣市］

・母子健康手帳交付時に妊婦への歯科健

康診査の受診勧奨、適切な食生活につい

ての指導を行いました。

1歳6か月児健診及び3歳6か月児健診で、

歯科健診、フッ化物塗布、歯科指導を行

いました。

・R4年度の1歳6か月児と3歳児のむし

歯保有者率は共に県と比して高い状況

です(1歳6ヶ月児：水俣市 4% 県

1.21%、3歳児：水俣市 27.67％ 県

14.82%) 。

3歳児のむし歯保有者率を改善するため

に、今後も妊娠期及び乳幼児期への歯

磨きや適切な食習慣の充実に向けた取

組みを継続実施します。

・３歳児のむし歯有病

率を改善するため、妊

娠期及び乳幼児期の早

い段階から歯磨きや適

切な食生活習慣の充実

に取り組みます。ま

た、１歳から定期的な

フッ化物塗布ができる

環境づくりに取り組み

ます。

〇令和3年度（2021年度）における3歳児のむし歯有病率は26.4％で、県平均の16.6％より高く、乳幼児期

の早期から歯科保健指導やフッ化物歯面塗布等のむし歯予防の取組が必要です。

〇12歳児の一人平均むし歯本数は徐々に少なくなっていますが、令和４年度（2022年度）は0.93本と県平

均の0.77本より高い状況です。また、令和4年度（2022年度）における保育施設でのフッ化物洗口実施率

は56％で、県平均の68.3％より低く、保育施設から中学校まで継続したフッ化物洗口の実施が必要です。

〇健康増進事業における歯周疾患検診は、2市町が実施しています（令和5年度）。全市町が検診を実施す

ることで、身近な地域で歯周疾患検診及び歯科保健指導を受けることができる体制を構築する必要があり

ます。
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［芦北町］

・妊婦歯科健診、１歳児歯科健診、幼児

フッ化物塗布等を実施し、関係者・関係

機関と連携をとりながら、保護者に対し

てむし歯予防に関する食生活や生活習慣

等の正しい知識の普及啓発を行いまし

た。

・３歳児のむし歯保有率は県と比較し

高い状況です（令和４年度）。次年度

以降も引き続き、関係者・関係機関と

連携をとり、継続して取り組んでいき

ます。

［津奈木町］

・1歳6か月児健診、３歳６か月児健診、

2歳児歯科検診において、希望者にフッ

化物塗布を実施しました。

・引き続き、関係機関との連携を取り

ながらフッ化物塗布事業を実施しま

す。

［水俣市芦北郡医師会］

・歯科保健連絡会に参画し、情報共有及

び関係機関等との連携強化に努めた。

・今後も引き続き、歯科保健連絡会に

参画し、情報共有及び関係機関等との

連携強化に努める。

［水俣芦北郡市歯科医師会］

・妊婦健診

１歳、１歳半、３歳歯科検診とフッ化物

塗布

２歳は町内歯科医院でのフッ化物塗布

妊婦健診の受診率は低い。

フッ化物塗布率は上がっている。

［熊本県歯科衛生士会水俣芦北郡市支

部］

・水俣市の１才半健診、３才児健診にお

いて希望者にフッ素塗布実施

・5/4　水光社にて「歯っぴー健康ひろ

ば」を開催

　希望者にフッソ塗布とブラッシング指

導を実施

・健診時のフッソ塗布や必要性など説

明する

・「歯っぴー健口広場」や水俣市が開

催する「健康まつり」においてもフッ

ソ塗布を実施する

［栄養士会水俣地域事業部］

・イベントにおいて栄養相談を実施しま

した。また、歯によいおやつのサンプル

（手作り見本）とレシピを紹介しまし

た。市販されているおやつも数点紹介し

ました。

・歯によいおやつのサンプルは子ども

から大人まで参考になるよう工夫しま

した。おやつのサンプルは試食が難し

いので、代わりに市販のおすすめおや

つを紹介しました。

・３歳児のむし歯有病

率を改善するため、妊

娠期及び乳幼児期の早

い段階から歯磨きや適

切な食生活習慣の充実

に取り組みます。ま

た、１歳から定期的な

フッ化物塗布ができる

環境づくりに取り組み

ます。
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［水俣市保育協会］

・各園において、食後の歯磨きやうがい

の実施、熊本県歯科衛生士会水俣・葦北

郡市支部の歯科講習会（歯磨き隊）によ

る歯科講習の訪問指導、年２回の歯科検

診（治療の呼びかけ）、保健便りや園便

りによる歯科保健に関する保護者への情

報提供、給食時の咀嚼吸収（よく噛む）

ための言葉がけや関わり、歯や虫歯に関

する絵本や紙芝居の読み聞かせによる園

児への啓発教育など取り組んでおりま

す。

・フッ化物洗口の実施は、保護者の理

解、物的な環境面、職員の負担感の違

いなどから、各園での実施の有無が異

なっております。

保育現場において、0～1歳から入所し

ているお子さんに比べ、３歳以降から

入所するお子さんの感覚過敏や口腔内

の育ちの未成熟さ、偏食や虫歯の多さ

など見られます。家庭で育児をされて

いる保護者にどういった情報提供や啓

発活動ができるか課題です。

［葦北郡保育協会］

・フッ化物の「すすぎ」や「うがい」等

の自主的な運動が困難なため、効率よく

洗口できる方法を検討した。

・フッ化物の「すすぎ」や「うがい」

等の自主的な運動が困難なため、園児

個人の能力や体格を考慮した上で、園

児個人に合わせた口に含む量や時間の

調整をおこなった。引き続き、定期的

かつ効率的なフッ化物洗口ができる環

境づくりに取り組む。

［水俣私立幼稚園協会］

・歯科予防に関するお話等では、単なる

知識の伝達ではなく、遊びながら自然と

学べるクイズ形式を取り入れて小さいこ

どもたちにもわかりやすいように「歯の

大切さ」を楽しく伝えている。

・参加する子ども達が自分で考え、答

えるという体験

　を通じて印象的に内容を覚えること

ができている。

・「今日はこんなクイズやったよ」と

会話も弾み親子で

　虫歯予防について話すきっかけに

なっている。

・３歳児のむし歯有病

率を改善するため、妊

娠期及び乳幼児期の早

い段階から歯磨きや適

切な食生活習慣の充実

に取り組みます。ま

た、１歳から定期的な

フッ化物塗布ができる

環境づくりに取り組み

ます。
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［水俣保健所］

・水俣市の全保育施設に施設で実施して

いる歯科保健の取組やフッ化物洗口に対

する意向を聞き取った。

・市町を通して保育施設のフッ化物洗口

の実施状況を確認した。また、令和７年

６月に水俣市の歯科保健担当者と今年度

の方向性について打ち合わせを実施し

た。

令和７年１０月時点の実施率：５４．

５％

（芦北町・津奈木町 １００％、水俣市

２３．１％）

・令和７年１０月時点における管内の

フッ化物洗口実施率は５４．５％で、

令和６年度から横ばいで推移してい

る。

・水俣市内のすべての保育施設を直接

訪問し、聞き取り調査を行ったこと

で、顔の見える関係づくりにつながっ

た。

・各施設の意向を尊重しながら、フッ

化物洗口実施の継続・定着を図るとと

もに、実施施設の増加に向けた働きか

けが必要である。

［水俣市］

・保育施設では5園でフッ化物洗口を実

施予定です。

・小中学校においては、全校でフッ化物

洗口を実施しました。

・R5年度の保育施設でのフッ化物洗口

実施率は、23.1％と県内で最低の状況

である為、今後も関係機関と連携し、

フッ化物洗口実施率向上のための取組

みを行う必要があります。小中学校に

おいても教育課や小中学校と連携し継

続実施する必要があります。

［芦北町］

・希望者を対象に、保育施設にて週５回

法、小中学校にて週１回法でフッ化物洗

口を実施しました。希望する学校におい

て、歯科衛生士による歯みがき指導（健

康教育）を実施しました。

・町内全保育施設、全小中学校でフッ

化物洗口を実施しています。

　次年度以降もフッ化物洗口及び健康

教育について保育施設や学校と連携を

取りながら継続して実施していきま

す。

［津奈木町］

・町内の保育園（2園）、小・中学校

（各1校）において、フッ化物洗口事業

を実施しました。希望する学校におい

て、歯科衛生士による歯みがき指導（健

康教育）を実施しました。

・引き続き、関係機関との連携を取り

ながらフッ化物洗口事業を実施しま

す。

［水俣芦北薬剤師会］

・学校薬剤師におけるフッ化物洗口の支

援

・学校薬剤師におけるフッ化物洗口支

援

・12歳児のむし歯予防

対策の推進のため、保

育施設でのフッ化物洗

口実施率80％を目指し

ます。また、小・中学

校の効果的なフッ化物

洗口の実施に努めま

す。
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［芦北教育事務所］

・各学校、歯科保健指導を学校保健年間

指導計画に位置付け、指導の充実を図っ

ています。

・管内の全ての小中学校において、フッ

化物洗口を実施しています。

・各学校、歯と口の健康月間を設定

し、子供の実態に応じた歯科保健指導

を実施することができました。

・各学校、フッ化物洗口実施手順に基

づき、確実に実施できました。

・関係機関と連携し、各学校の課題に

応じたより効果的な実施について指

導・助言等を行います。

［水俣芦北郡市歯科医師会］

・保育施設でのフッ化物塗布、乳児はレ

ノビーゴを利用する。小、中学校も週１

回のフッ化物洗口を実地。

・フッ化物洗口実地率は芦北町では９

８％と目標は達成している。

［葦北郡保育協会］

・家庭の方針によってはフッ化物洗口の

実施に至らない児童も見受けられること

から、フッ化物洗口の有効性について家

庭への働きかけを行った。

・フッ化物洗口の実施率は８０％を超

えてはいるが、家庭の方針によって実

施に至らない児童が必ず存在する。こ

の現状を踏まえ、今後も継続的に保育

士や専門家、媒体等による啓発活動を

行う。

［水俣私立幼稚園協会］

・4才児以上から、フッ化物洗口を音楽

に合わせて毎日行うことで、予防に関す

る子ども達の意識を高めている

・クイズの内容をまとめ、簡単な解説

をセットにし保護者に配布して、子ど

もがどんな学びを得たのか伝わりやす

く伝えてゆきたい

・フッ化物洗口は３才児も水うがいで

参加することで次年度からの練習がで

きている

・12歳児のむし歯予防

対策の推進のため、保

育施設でのフッ化物洗

口実施率80％を目指し

ます。また、小・中学

校の効果的なフッ化物

洗口の実施に努めま

す。

36



［水俣保健所］

・歯周疾患検診を未実施である津奈木町

から次年度以降の事業開始に向けた相談

があった際、他市町の実施状況等につい

て情報提供を行った。

・「歯と口の健康週間」等の歯科保健に

関するイベントの際に、Xで歯科に関す

る普及啓発を行った。

・他機関と連携し、歯科保健に関するイ

ベントを１回開催し、歯科相談等を実施

した。

・津奈木町へ他市町の実施状況を提供

することで、同町の事業立ち上げ検討

を支援した。全市町での歯周疾患検診

が実施できていないため、引き続き熊

本県口腔保健支援センターと連携しな

がら実施に向けた支援を検討してい

く。

・「歯と口の健康週間」やその他イベ

ント等の機会を活用し、歯の衛生に関

する正しい知識の普及啓発を図ってい

く。

［水俣市］

水俣市国保歯周疾患検診（20歳以上の国

民健康保険加入者を対象とした歯周疾患

検診）を実施しました。

※健康増進事業における歯周疾患検診で

はありません。

・市報やホームページへの掲載等で周

知を実施しているが、対象者への認知

度が低く、受診者が少ない状況です。

成人期の歯周疾患予防の為に、かかり

つけ歯科医で定期的な歯科検診を受け

る必要性の普及啓発や歯周疾患検診受

診者数の増加へ向けた取組みを行う必

要があります。

［芦北町］

・水俣芦北歯科医師会へ委託し、町内の

歯科医院で年度末年齢20、30、40、50、

60、70歳を対象に歯科健康診査を実施し

ました。

・全体的に受診者数は少ないですが、

特に若い世代（20、30歳）の受診者数

が少ない状況です。引き続き歯や口の

健康の大切さを伝え、特に若い世代の

受診者が増えるよう受診勧奨を行って

いきます。

［津奈木町］

・新たに20歳、30歳、40歳、50歳、60

歳、70歳の方を対象に歯周疾患検診を

実施予定です。

［水俣芦北郡市歯科医師会］

・節目健診と妊産婦健診をしている。

健康フエアーでの歯科相談も行った。

・若い人や妊婦の健診率が低い。

かかりつけ歯科医を持っている人は多

い。

・成人期において、健

康増進事業における歯

周疾患検診の全市町で

の実施と、かかりつけ

歯科医を持ち、定期的

に歯科検診や歯石除

去・歯科保健指導を受

ける必要性についての

普及啓発に取り組みま

す。
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［熊本県歯科衛生士会水俣芦北郡市支

部］

・成人期の方と健診でかかわることはま

だありません

・歯科衛生士会の取り組みとして特別養

護老人ホーム「白梅荘」において入所者

の方の口腔チェックを行い（月に１会程

度）各自のチェック表作成（口腔ケア

グッズの必要性や、それぞれの口腔ケア

の方法をスタッフの方と共有していく。

ご自身ではケアできない方もいるのでス

タッフの方に方法を説明する。）

・引続き白梅荘入所者の方全員の口腔

チェック表作成に取り組み、口腔ケア

を実施して健康なお口の維持を目指す

［葦北郡保育協会］

・虫歯予防に関する保健だよりや行事等

を通じて、意識向上の為の啓発活動を

行った。

・虫歯予防に関する保健だよりや連絡

ノート、行事等（虫歯予防の集い、虫

歯を治療した子どもへの表彰、歯磨き

講習会等）を通じて、意識向上の為の［水俣私立幼稚園協会］

・食べたらすぐ歯を磨く習慣の徹底や年

齢に応じた仕上げ磨きやを行い、カルシ

ウムを多く含む食品を積極的にとりいれ

たり、よく噛んで食べる習慣が身につけ

ることで歯の健康づくりの支援を行って

いる

・繰り返しの指導で、歯磨き習慣は定

着してきている

・夜の歯磨きの重要性や、バランスの

とれた食生活の大切さをしっかり伝え

てゆきたい

・成人期において、健

康増進事業における歯

周疾患検診の全市町で

の実施と、かかりつけ

歯科医を持ち、定期的

に歯科検診や歯石除

去・歯科保健指導を受

ける必要性についての

普及啓発に取り組みま

す。
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